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国民健康保険事業は組合員の皆様の保険料と国や県などからの補助金・交付金で  

運営しています。保険料は、全て医療費に充てられる大切な財源です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本組合において、マイナンバー制度関連の規程・方針を策定し、４月より施行いたしまし

た。それに伴い、個人番号を記載することが法的に義務付けられている届出・申請書（例．

資格取得・喪失届、高額療養費支給申請書）については、個人番号（マイナンバー）の記載

欄を設けておりますので、ご記入をお願いいたします。 

 

さらに、平成２９年から予定されております地方公共団体等との 
情報連携開始に向けて、本年中に全組合員のマイナンバーを取得 
する必要があります。皆様に個人番号のご提供をいただく際は、 
是非ともご協力をお願いいたします。 
つきましては、「通知カード」や「個人番号カード」は大切に保管して 

ください。 
 

28年度 №１ 
201６.７.２９発行 

従業員の方にもご回覧ください。県歯会ホームページからも閲覧できます。 

国保組合の財政状況（平成27年度決算） 

歳 入 

1,332,969,377円 

歳 出 

1,179,172,772円 

  

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） 
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健診料金 １）定期健診 ９,７２０円  ２）特定健診 ７,７１４円 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

                              

 
 
 
 
 

※40歳未満の甲種・乙種家族の方々の補助はございません。健診料は全額自己負担になります。 

 

健診料の一部負担とは 

40歳以上の方は特定健診の対象者であるため、組合で5,000円を負担します。（申請不要） 

後日、県歯会より届く健診料の請求額は、負担分5,000円を差し引いた金額になります。 

 

 

 

 

定期
．．
健診を受診で 

 

 

 

 

 

 

＊県歯会主催以外の健康診断を受けられた場合、上記と異なり申請書が必要なものもございます

ので、ご不明な点は当組合までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

自己負担はございません。※申請不要 

乙種組合員 

（従業員） 

甲種組合員 

（先 生） 

専用用紙にてご申請ください。 

（補助金額１人６，０００円） 

甲種配偶者 
40歳以上 健診料の一部を負担します。※申請不要 

（負担金額５，０００円） 

40歳未満 専用用紙にてご申請ください。 

（補助金額５，０００円） 

甲・乙種家族 40歳以上 健診料の一部を負担します。※申請不要 

（負担金額５，０００円） 

後期高齢組合員 

（75歳以上の先生） 

自己負担はございません。※申請不要 

追加項目受診 

被保険者全員 

領収書（写）を添付の上、専用用紙にてご申

請ください。（全項目半額補助） 
※甲種組合員はペプシノゲンに限り申請必要 

その他3項目の自己負担はございません。 

補助申請は年度内（H２９.３.３１まで）にお願いします！ 

平成２８年度 県歯会主催の健康診断補助（負担） 
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  70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯の方が、入院や手術などで医療費が高額になりそうな

時に、事前に当組合で認定証の交付を受けて、保険証と一緒に医療機関等に提示すること

で、１か月（暦月）の保険内診療の一部負担額が自己負担限度額までに軽減され、ご用意いただく

金額が少なくてすみます。 

※ 認定証の交付には申請が必要です。 

（８月以降、引き続き認定証が必要な方も新たに申請をお願いします。） 
 

認定証を、 １ 提示する場合と、 ２ 提示しない場合の一部負担額の比較 

 

 例） １か月の医療費が１００万円（70歳未満、所得区分：ウ、窓口負担割合３割） 
 

 

 １ 提示する場合：一部負担額は ８７，４３０円  

 ※計算方法は、下記の式で計算します。 

   ８０，１００円＋（１，０００，０００円－２６７，０００円）×１％＝８７，４３０円 

 

【70歳未満の場合】 

所得区分 自己負担限度額 

ア ２５２，６００円＋（総医療費－８４２，０００円）×１％ 

イ １６７，４００円＋（総医療費－５５８，０００円）×１％ 

ウ ８０，１００円＋（総医療費－２６７，０００円）×１％ 

エ ５７，６００円 

オ ３５，４００円 

 

 ２ 提示しない場合：一部負担額は ３００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高額療養費に該当すると思われる方には、入院・外来されてから約２か月後に当組合

より申請書を送付いたします。 

 

 

限度額適用認定証の交付 

自己負担限度額 ８７，４３０円 

一部負担金 ３００，０００円 

２１２，５７０円 

 

認定証を提示しない場合は、医療機関等の窓口で 

３００，０００円を支払い、当組合に高額療養費※  
の申請をすると、２１２，５７０円が払い戻されます。 

 

認定証を提示する場合の  

一部負担額 

過去１年間の適用が４回

以上になるときは、４回目

以降の自己負担限度額

が減額されます。 
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喪失の場合は、喪失届と一緒に必ず被保険者証をご返却ください。 

資格を喪失（退職等）された時点で、被保険者証は使用できません。 

(喪失後受診など医療機関とのトラブルも起こっています。) 

   

  保険料は毎月１０日に銀行へ引き落とし依頼をしますので、事務手続上、毎月５日頃

には異動を締め切ります。加入・喪失の場合は、原則として１４日以内に当組合宛ご 

連絡いただきますようご協力をお願いします。 

 

◇ 加入の場合の保険料は、 

      月初めや月末でも、加入月分の保険料は徴収します。 

◇ 喪失の場合の保険料は 

      月途中の喪失は、前月分までの保険料を徴収します。 
 

２８年度の保険料 

 

 

 

『医療費通知』（平成２８年１月診療分）の送付 
  

２８年１月に医療機関へ通院された方には、医療費通知（別添のはがきサイ

ズ）を送付しております。 

乙種組合員（従業員）の分も該当される方がいれば同封しておりますので、

直接ご本人にお渡しください。 
 

                                        

 

 

月 額  
内     訳 

（医療給付分＋後期高齢者支援金分＋介護分） 種 別 
介  護 

保険料 

甲種組合員 

あり 
23,100 
+ 所得割額 

16,000 + 3,500 + 3,600 

+所得割額 

なし 
19,500 
+ 所得割額 

16,000 + 3,500 

+所得割額 

乙種組合員 
あり 15,600 08,500 + 3,500 + 3,600 

なし 12,000 08,500 + 3,500  

乙種組合員 

(勤務医) 

あり 18,600 11,500 + 3,500 + 3,600 

なし 15,000 11,500 + 3,500  

家  族 

（甲・乙種） 

あり 11,100 04,000 + 3,500 + 3,600 

なし 7,500 04,000 + 3,500 

熊本県歯科医師国民健康保険組合  
〒860-0863 熊本市中央区坪井2丁目4番15号  Tel 096-343-0419  Fax 096-343-0421 

 


